
総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
六
年
四
月
十
一
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
法
テ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）
が
本
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
犯
罪
被
害
者
等
支
援
弁
護

士
制
度
に
係
る
業
務
を
遅
滞
な
く
開
始
し
、
そ
の
目
的
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
予
算
の
確
保
及
び

体
制
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。 

二 

犯
罪
被
害
者
等
が
、
適
切
な
支
援
を
利
用
し
、
迅
速
か
つ
円
滑
に
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
本
法
の
趣
旨

並
び
に
関
係
府
省
庁
及
び
法
テ
ラ
ス
が
実
施
す
る
犯
罪
被
害
者
等
支
援
施
策
の
全
体
像
に
つ
い
て
十
分
な
周
知
広
報
に
努
め

る
こ
と
。 

三 

犯
罪
被
害
者
等
支
援
施
策
に
は
様
々
な
実
施
主
体
に
よ
る
多
様
な
支
援
が
あ
る
こ
と
、
犯
罪
被
害
者
等
に
対
し
被
害
直
後

か
ら
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
各
犯
罪
被
害
者
等
支
援
施
策
を
実
施
す
る
関

係
機
関
の
緊
密
な
連
携
体
制
を
構
築
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 



四 

あ
ま
ね
く
全
国
に
お
い
て
、
法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
に
必
要
な
情
報
や
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
受
け
ら
れ
る
社
会
を
実
現
す

る
た
め
、
全
国
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援
業
務
を
行
う
契
約
弁
護
士
等
の
数
及
び
質
の
確
保

に
努
め
る
こ
と
。 

五 

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
援
助
を
速
や
か
に
実
現
す
る
た
め
、
本
法
の
運
用
に
係
る
政
省
令
の
策

定
等
に
向
け
た
取
組
を
直
ち
に
行
う
こ
と
。 

六 

犯
罪
被
害
者
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
支
援
が
必
要
な
者
に
適
切
な
支
援
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
犯
罪
被

害
者
等
支
援
弁
護
士
制
度
の
対
象
者
の
該
当
性
を
適
切
に
判
断
す
る
と
と
も
に
、
費
用
負
担
を
求
め
る
基
準
及
び
そ
の
負
担

額
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
制
度
の
利
用
を
必
要
と
す
る
犯
罪
被
害
者
等
が
そ
の
利
用
を
躊
躇
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。 

七 

犯
罪
被
害
者
等
支
援
弁
護
士
制
度
の
対
象
者
と
し
て
、
異
性
で
あ
る
か
同
性
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
犯
罪
被
害
者
と
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
給
付
制
度
に
係
る
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

付
け
最
高
裁
判
決
の
趣
旨
及
び
現
行
の
犯
罪
被
害
者
等
支
援
施
策
全
体
の
動
向
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


